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一. 助成金の内容と助成対象等  

（助成金は２つの種類があります。) 

 

Ⅰ 姉妹・友好都市との交流事業助成金 

 

趣  旨 … 松山市内の団体が姉妹・友好都市へ行って交流したり、姉妹・友好都市からの

訪問者を受け入れて交流する活動で、松山市民との友好親善交流を図る活動に対

して、助成金を交付します。 

 

助成金額（予算総額１２０万円） … 「助成対象経費」の２分の１以内とし、 

一団体２０万円を限度とします。 

ただし、他団体からの補助金等収入及び入場料等収入がある場合 

は、「助成対象経費」からその補助金等収入及び入場料等収入を差 

し引いた金額の２分の１以内とし、２０万円を限度とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請時期 … 事業の実施前。申請後、書類審査を経て交付を決定しますので、時間に余裕を

持って申請してください。 

 

交付時期 … 実績報告書の提出後、事業が申請どおり完了したことを確認してから支払いま

す。 

ただし、特に必要と認めたときは、完了前に全部又は一部を交付します。 

 

助成条件 … Ａ 助成の対象となる団体は、 

       ① 活動の拠点が松山市内にあること 

② 文化・スポーツ・教育・福祉・環境・国際交流等の分野で活動を行う 

 “非営利”の団体であること 

       以上の条件を全て満たす団体とします。 

※助成対象経費となるのは、下記に掲げる経費です。 

①  報償費･･･通訳等への謝礼 

②  旅 費･･･交通費、通行料、宿泊費(食費を含む場合は、朝食のみ)等 

③  需用費･･･消耗品費、印刷製本費、交流会等に係る食糧費等 

④  役務費･･･通信運搬費（郵便料、電話料、運搬料）、広告料、手数料、    

保険料等 

⑤  使用料及び賃借料･･･会場使用料、車・機器等の借上料等 

 原則として、交流事業の実施に直接的に必要かつ最小限の経費が対象と

なります。お土産代や観光施設への入場料、食費等、儀礼的・個人的な支

出は対象となりません。また、団体の運営維持のための経費、団体メンバ

ーの人件費及び、メンバー間のミーティング等に伴う飲食代、団体の資産

として残る備品購入費等も助成対象経費となりませんので、ご注意くださ

い。 

チェックポイント① 

まず下記、助成条件のＡ、Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇについて確認してく

ださい。 

チェックポイント② 

全ての経費が助成金

の対象になるわけで

はありません。 



 ２ 

 

      Ｂ 助成の対象となる事業は、 

       ① 主に松山市民で構成する団体が松山市の姉妹・友好都市を訪問し、友好親

善を深める活動、または姉妹・友好都市から団体を受け入れ、松山市民と

の友好親善を深める活動 

       ② 両市民の相互理解が深められる活動 

       ③ 政治・宗教・営利目的でない活動 

       ④ 申請団体自ら企画・主催する活動 

       以上の条件を全て満たす事業とします。 

 

Ｃ 事業への参加者から入場料や参加料等の料金を徴収する事業については、 

助成金制度の趣旨に鑑み、下記の要件を満たすよう、申請時に協会と十分な

協議が必要となります。 

① 事業の経費は、公演等における出演者への謝礼等において、過大なものと

ならないよう配慮してください。 

② 料金等は、社会通念上、また同種類、同規模の他の有料事業と比較しても

安価な金額に設定し、市民が気軽に参加できるよう配慮してください。 

 

Ｄ 姉妹・友好都市訪問の目的が、主として観光やメンバーのレクレーション

と認められるもの、及び訪問日程のうち姉妹・友好都市以外での活動が大半

を占めるものについては、助成の対象にはなりません。また、姉妹・友好都

市以外の訪問地での活動経費は、助成の対象にはなりません。 

 

      Ｅ 申請する事業において、松山市、松山市教育委員会または松山市の出資団

体から補助金等の交付を受けている事業は、助成の対象にはなりません。 

 

      Ｆ 同一年度内にⅠの「民間国際交流団体助成金」の交付を受けている事業に

ついては、助成の対象になりません。 

 

      Ｇ 同一団体への助成は、１年度内に１回のみであり、申請する事業内容が異 

なっていても年度中の再申請はできません。 

 

 

上記、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇの条件を全て満たす。 

 

 

  

二. 申請の手続方法へ 

チェックポイント③ 

有料で事業を実施す

る場合は、協会と十

分な協議が必要で

す。 

 



 ３ 

Ⅱ 留学生生活支援事業助成金 

 

趣  旨 … 松山市内に住んでいる外国人留学生への家具や家電製品等の提供による支援

活動に対して、助成金を交付します。 

 

助成金額（予算総額３０万円） … 「助成対象経費」の合計額とし、一団体３０万円を 

限度とします。ただし、他団体からの補助金等収入及び負担金等収入がある場合

は，「助成対象経費」の合計額からその補助金等収入及び負担金等 

収入を差し引いた金額とし、３０万円を限度とします。 

 なお、複数の団体に助成金を交付する場合は、３０万円を各団体へ 

配分します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請時期 … 事業の実施前。申請後、書類審査を経て交付を決定しますので、時間に余裕を

持って申請してください。毎年度４月３０日（３０日が休業日のときは直前の

営業日）まで受け付けし、申請された団体へ予算を配分します。５月以降は予

算の残額がある場合に限り随時受け付けます。 

 

 

交付時期 … 実績報告書の提出後、事業が申請どおり完了したことを確認してから支払いま

す。 

 ただし、特に必要と認めたときは、完了前に全部又は一部を交付します。 

 

助成条件 … Ａ 助成の対象となる団体は、 

       ① 活動の拠点が松山市内にあること 

       ② 文化・スポーツ・教育・福祉・環境・国際交流等の分野で活動を行う 

        “非営利”の団体であること 

       以上の条件を全て満たす団体とします。 

 

      Ｂ 助成の対象となる事業は、 

       ① 外国人留学生が、松山市内で生活する上で、必要とする家具・家電製品・ 

        寝具・台所用品・食器等を無償で提供する事業 

       ② 年間を通じて継続して実施している事業 

       以上の条件を全て満たす事業とします。 

※助成対象経費となるのは、下記に掲げる経費です。 

①  需用費･･･消耗品費、印刷製本費、車の燃料代、家電製品等の修繕料等 

②  役務費･･･家具等の修理手数料、使用不能な家電製品の廃棄処分料等 

③  使用料及び賃借料･･･保管場所の賃借料、運搬に伴う車・機器等の賃借料等 

 原則として、交流事業の実施に直接的に必要かつ最小限の経費が対象となります。団体

の運営維持のための経費、団体メンバーの人件費及び、メンバー間のミーティング等に伴

う飲食代金、団体の資産として残る備品購入費等は、助成対象経費となりませんので、ご

注意ください。 

チェックポイント① 

まず下記、助成条件のＡ、

Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅについて確

認してください。 

 

チェックポイント② 

全ての経費が助成金

の対象になるわけで

はありません。 

 



 ４ 

 

Ｃ 外国人留学生から負担金等の収入を得る事業については、助成金制度の趣

旨に鑑み、下記の要件を満たすよう、申請時に協会と十分な協議が必要とな

ります。 

○ 負担金等は、社会通念上、また同種類、同規模の他の事業と比較しても安

価な金額に設定し、外国人留学生に過度の負担とならないよう配慮してく

ださい。 

 

      Ｄ 申請する事業において、松山市、松山市教育委員会または松山市の出資団体か

ら補助金等の交付を受けている事業は、この助成の対象にはなりません。 

 

      Ｅ 同一団体への助成は、１年度内に１回のみであり、申請する事業内容が異

なっていても年度中の再申請はできません。 

 

 

 

      上記、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅの条件を全て満たす。 

 

二. 申請の手続方法へ 

チェックポイ

ント③ 

収入を得る事

業を実施する

場合は、協会と

十分な協議が

必要です。 

 



 ５ 

 二. 助成金の申請から交付までの手順等  

  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①助成金 

 交付申請 

 書の提出 

②申請書の 

 審査 

③交付決定 

 の通知 

① 

まつやま国際交流センターやまつやま国際交流センターホ

ームページ内に申請書があります。 

助成を受けようとする場合は、1）助成金交付申請書（第１

号様式）に必要事項を記載し、押印のうえ、2）事業計画書

（※次頁注意事項を参照）、3）収支予算書（第２号様式）、

4）その他参考となる書類を添えて、事業実施前にセンター

へ提出してください。（記載例参照） 

また、5）団体の概要がわかる書類（会則や年間活動計画、

これまでの活動歴など）や名簿等があれば合わせて提出し

てください。これらがない場合は概要を記載する書類がセ

ンターにありますので、申請書の提出時に記載してくださ

い。 

※有料事業については、料金設定等について協議します。 

② 

センターで申請書を受理した後、申請書の内容について、

助成金交付要綱等に基づき、審査を行います。 

③ 

審査により助成金を交付することが決定すると、助成金交付

決定通知書がセンターから申請団体宛てに送付されます。ま

た、助成金の交付に際し、指示または条件を加える場合があ

ります。 

＜☆注意＞ 

次の場合は、変更交付申請が必要になることがありますの

で、必ず事業実施前にセンターまでご相談ください。 

○ 助成金額に変更が生じる場合 

○ 事業内容に著しい変更が生じる場合 

○ 事業の予算額や財源配分に総事業費の２０％以上の変更が

生じる場合 

④事業の 

実施 



 ６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※書類作成にあたっての注意事項 （必ず確認してください。） 

 ●申請書及び請求書を記入する際には、 

・各申請書及び請求書に記載する代表者氏名は、全て同じ名前で記載してください。 

･各申請書及び請求書の印鑑は、全て同じ印鑑とし、インク式印鑑は不可とします。 

 ･書類の誤記入等で訂正印を押印する場合も、上記と同じ印鑑を使用してください。 

  

●交付申請書、収支予算書、実績報告書、収支決算書を記入する際には、 

・記載例を参考にしてください。 

  

 ●事業計画書を記入する際には、 

①目的 ②日時 ③開催場所 ④主催（共催）名  

⑤参加者の募集方法 ⑥参加予定数（主な参加予定者） 

⑦参加費（無料の場合は「無料」と記載） ⑧内容（日程、スケジュール） 

⑨事業の効果見込み 等がわかるように記載してください。 

（別紙、記載参考例を参照） 

 

⑥助成金の 

 交付 

⑤実績報告 

書及び 

 請求書の 

 提出 

⑤ 

事業完了後、申請団体は、助成事業実績報告書（第７号様式）

及び請求書（第６号様式）に必要事項を記載し、押印のうえ、

センターに提出してください。合わせて、収支決算書（第８

号様式）及び領収書（写しで可）、事業報告書（※次頁注意事

項参照）、事業内容がわかる写真類、事業で作成した印刷物（セ

ミナー等で使用した資料も含む）、その他事業の内容や実績が

わかる資料（新聞記事）等を添付してください。 

（記載例参照） 

⑥ 

センターにおいて、実績報告書等を受理し、審査後、指定口

座に助成金を振り込みます。 

 



 ７ 

 ●事業報告書を記入する際には、（第 7号様式とは別に、報告書が必要です） 

①日時 ②開催場所 ③主催（共催）名 ④参加者の募集方法 

⑤参加人数（主な参加者）  ⑥参加費（無料の場合は「無料」と記載） 

⑦内容（プログラム、スケジュール） ⑧事業の成果 

⑨今後の課題  等がわかるように記載してください。 

（別紙、記載参考例を参照） 

 

 

 

 ※お問合せ先 

 

まつやま国際交流センター 

〒790-0003  

松山市三番町六丁目４番２０号 コムズ１階 

 Tel：089-943-2025 Fax：089-931-2041 

ＵＲＬ: http://www.mic.ehime.jp/MIC/top.html  


